
フレックスタイム制（法第３２条の３）

■フレックスタイム制の採用方法

① 就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び就業の時刻を労働者の決定に委ねるこ

とを定めることが必要です。

② 労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間(＊１)、清算期間中の総労働時間（＊

２）、標準となる 1 日の労働時間、コアタイム（＊３）を設ける場合はその開始及び終了の時

刻、フレキシブルタイム(＊4)を設ける場合はその開始及び終了の時刻を定めることが必要で

す。
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＊１ 清算期間
   フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間で、平成３１

年 4 月から施行された改正労働基準法により、それまでの１か月以内から３か月以内に延長され
ました。（下記「フレックスタイム制の見直し」参照）

＊２ 清算期間中の総労働時間
フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間です。要するに所定

労働時間のことであり、所定労働時間は清算期間を単位として定めることになります。
この時間は、清算期間を平均し 1 週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように定める

必要があります。

＊３ コアタイム
  労働者が必ず労働しなければならない時間帯です。

＊４ フレキシブルタイム
   労働者がその選択により労働することができる時間帯です。

フレックスタイム制とは、３か月以内の一定期間（清算期間）の総労働時間を定め

ておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働く制

度です。

モデル例

フレキシブルタイム＊４ コアタイム＊３ 休 憩 コアタイム フレキシブルタイム

ＡＭ

7：00 9：00 10：00 12：00

ＰＭ

1：00 3：00 5：00 7：00

労働時間帯

標準労働時間帯

（通常の労働者の所定労働時間帯）

いつ出社してもよい時間帯 必ず労働しなければならない時間帯 いつ退社してもよい時間帯



「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成３０年法律第７１号）

（以下「整備法」といいます。）が平成３０年７月６日に公布され、これによる労働時間に関

する制度の見直し（労働基準法）により、フレックスタイム制の清算期聞を１か月から３か

月に延長すると同時に、割増賃金の支払方法が整備されました。

■改正後のしくみ

①導入に際し、過半数労働組合（ないときは過半数代表者）と労使協定を締結する必要があ

ります。清算期間が１か月以内なら労働基準監督署への届出は不要ですが、１か月を超え

３か月以内なら届出が必要となります。

②清算期間は最長で３か月です。

（改正前）                   （改正後）

                    清算期間が３か月になると・・・

６月に働いた時間分を、

８月の休んだ分に振り替えできます。

0

                 

★子育てや介護といった生活上のニーズに合
わせて労働時間が決められ、より柔軟な働
き方が可能になります。

６月   ７月   ８月

③ 清算期間を平均し 1 週当たりの労働時間が４０時間以内になれば、1週間４０時間、1 日８時
間を超えて労働させる（割増不要）ことが可能（ただし、清算期間が 1 か月を超え 3 か月以内
なら、1 か月ごとに区分した期間について、1週間平均５０時間を超えないことが条件）となり
ます。

フレックスタイム制の見直し
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成 30 年法律第 71 号）

② ６月に働いた時間分があるので、８    
  月は働かなくても欠勤扱いとはなり

ません。

「６・7・８月の３か月」の中で労働時間
の調整が可能となるため、子育て中の親
が８月中の労働時間を短くすることで、
夏休み中の子どもと過ごす時間を確保し
やすくなります

労働時間の清算期間：1 か月 労働時間の清算期間：３か月

① ３か月の平均で法定労働時間以内に  
  すれば、割増賃金の支払いは必要あ
  りません。

①1 か月単位で清算するため、
この分の割増賃金を支払う
必要がありました。

②所定労働時間働い
ていない場合、
欠勤扱いとなって
いました。

労働時間

法定労働時間



④清算期間の長短により、割増賃金の計算・支払方法が異なります。

ア。清算期間が１か月以内の場合、割増賃金の支払いが必要な時間外労働の時聞数は、清

   算期間における法定労働時間の総枠（４０時間×清算期間の暦日数÷７日）を超えて

  労働した時間となり、１か月ごとに割増賃金を算定して支払う必要があります。

イ。清算期間が１か月を超え３か月以内の場合、割増賃金の支払いが必要な時間外労働は、

   以下のとおりとなります。

  ● １か月における労働時間が、上限枠（週平均５０時間）を超えて労働した時間とな

    り、１か月ごとに割増賃金を算定し支払う必要があります。

    （上限枠＝５０時間×１か月の暦日数÷７田

  ● 清算期間全体における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間（上記の１か月ごと

    に清算した週平均５０時間を超える部分を除く）となり、清算期間の終了時に割増賃

    金を算定し支払う必要があります。

    （法定労働時間の総枠＝４０時間×清算期間の暦日数÷７）

⑤１か月の時間外労慟時間が６０時間を超えれば、他の労働時間制度と同様に５割以上の割

  増賃金率が適用（中小企業は、2023 年３月３１日まで適用猶予）されます。

  清算期間がｌか月を超え３か月以内の場合、清算期間全体を通じて月平均６０時間を超え

  て労働させていないかもチェックが必要です。

●途中採用者・途中退職者の取り扱い

■法定労慟時間枠の計算方法の例外
  改正では、曜日のめぐり次第で１日８時間相当の労働でも労働時間の総枠を超える可能

性があることから、フレックスタイム制を採る完全週休２日制（１週間の所定労働日数が

５日）の労働者に限って、法定労働時間の総枠を計算する場合の特例が設けられました

（法 ３２条の３第３項）。

特例を利用するためには、過半数労働組合（ないときは過半数代表者）と労使協定を締結

する必要があります。

適正に労使協定が締結されたとき、労働時間の限度を「清算期間における所定労働日数

を８時間に乗じて得た時間」と定めることができます。

この場合、「清算期間を平均し１週間当たりの労働時間が清算期間の日数を７で除した

数をもって、上記の時間を除して得た時間を超えない範囲内で労働させる」ことが可能と

なります。

改正により、フレックスタイム制の清算期間が最長３か月に延長されたことから、「１か JI を

超えるフレックスタイム制」に限って、清算期間が新設されました。

１か月を超えるフレックスタイム制による場合、途中採用者・退職者については、実労働時間か

らすでに割増賃金を支払った時間及び下記の算式によって計算した時間を減じて得た時間につい

て、割増賃金の追加支払いが必要となります。

法第３２条の 2 の規定により割増賃金を支払う時間

＝        －                 －
本人の

実労働時

法第３３条・３６条の規定
により時間外・休日労働さ
せた時間

実労働時間における

法定労働時間の総枠

実労働時間における法定労働時間の計算式は

（実労働時間の暦日数÷７日）×40 時間


